
（案）

会津若松市立学校設置条例（昭和39年会津若松市条例第30号）の一部改正　新旧対照表

改正案（新） 改正前（旧）

（略）

別表（第2条関係）
１　小学校

名称 位置

鶴城小学校 会津若松市東栄町７番７号

（略）

城南小学校 同　門田町大字黒岩字大坪
25番地の１

削除 削除

東山小学校 同　慶山一丁目２番１号

（略）

２　中学校

名称 位置

第一中学校 会津若松市蚕養町11番１号

（略）

一箕中学校 同　一箕町大字八幡字堰下
70番地

削除 削除

北会津中学校 同　北会津町中荒井2107番
地の1

　
３　義務教育学校

名称 位置

河東学園 会津若松市河東町南高野字金
剛田１番地

湊学園 同　湊町大字共和字上馬渡
171番地

（仮称）大戸小
中学校

同　大戸町上三寄大豆田      116  
番地

　　
　　　附　則
　（施行期日）
１　この条例は、令和９年４月１日から施行す
　る。ただし、次項の規定は、公布の日から施
　行する。
　（準備行為）
２　  (  仮称）大戸小中学校の設置のための手続  

その他必要な準備行為は、この条例の施行の
日前においても行うことができる。

（略）

別表（第2条関係）
１　小学校

名称 位置

鶴城小学校 会津若松市東栄町７番７号

（略）

城南小学校 同　門田町大字黒岩字大坪
25番地の１

大戸小学校 同　大戸町上三寄大豆田      116  
番地

東山小学校 同　慶山一丁目２番１号

（略）

２　中学校

名称 位置

第一中学校 会津若松市蚕養町11番１号

（略）

一箕中学校 同　一箕町大字八幡字堰下
70番地

大戸中学校 同　大戸町上三寄香塩      211      番  
地の      1  

北会津中学校 同　北会津町中荒井2107番
地の1

３　義務教育学校

名称 位置

河東学園 会津若松市河東町南高野字金
剛田１番地

湊学園 同　湊町大字共和字上馬渡
171番地

（新設） （新設）


